
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 利用者負担額(月額) 

階層

区分 

定義 保育標準時間 保育短時間 

第１ 生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)による被保護世帯

(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成６年法

律第３０号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭

和２２年法律第１６４号)第６条の４に規定する里親であ

る教育・保育給付認定保護者の世帯 

円 円 

０ ０ 

第２ 第１階層を除

き前年度分又

は当年度分の

市町村民税の

額の区分が次

の区分に該当

する世帯 

市町村民税非課税世帯 第１子 ０ ０ 

第２子 ０ ０ 

第３子以降 ０ ０ 

第３ 市町村民税所得割課税額 

４８,６００円未満 

第１子 １２,６００ ９,２００ 

第２子 ３,１００ ２,３００ 

第３子以降 ０ ０ 

第４ 市町村民税所得割課税額 

４８,６００円以上 

９７,０００円未満 

第１子 １９,５００ １４,３００ 

第２子 ４,８００ ３,５００ 

第３子以降 ０ ０ 

第５ 市町村民税所得割課税額 

９７,０００円以上 

１６９,０００円未満 

第１子 ２８,９００ ２１,１００ 

第２子 ７,２００ ５,２００ 

第３子以降 ０ ０ 

第６ 市町村民税所得割課税額 

１６９,０００円以上 

３０１,０００円未満 

第１子 ３９,６００ ２９,０００ 

第２子 ９,９００ ７,２００ 

第３子以降 ０ ０ 

第７ 市町村民税所得割課税額 

３０１,０００円以上 

３９７,０００円未満 

第１子 ４０,０００ ２９,２００ 

第２子 １０,０００ ７,３００ 

第３子以降 ０ ０ 

第８ 市町村民税所得割課税額 

３９７,０００円以上 

第１子 ５２,０００ ３８,０００ 

第２子 １３,０００ ９,５００ 

第３子以降 ０ ０ 

 


